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 県では、平成 27（2015）年６月に「栃木県薬物の濫用の防止に関する条例」

（以下「条例」という。）を制定するとともに、条例に基づく施策や基本的な考え方

を示すため、令和３（20２1）年度～令和７（2025）年度の５か年計画である「と

ちぎ薬物乱用防止推進プラン（２期計画）」を策定し、総合的な薬物乱用防止対策を

推進してきました。 

このような中、本県において、大麻事犯の検挙人員の約６割を３０歳未満が占める

など、全国の状況と同様に若い世代の大麻乱用の拡大が深刻な問題となっており、若

い世代への大麻乱用対策の充実が必要です。県内の覚醒剤事犯の検挙人員は、減少傾

向にあるものの、検挙人員の半数以上が再犯者となっていることから、関係機関が連

携した息の長い支援を一層強化することも必要です。 

また、制度面においては、75 年ぶりに大麻取締法が改正され、令和６（2024）

年 12 月から大麻等の不正な施用について、他の規制薬物と同様に、麻薬及び向精神

薬取締法における「麻薬」として禁止され、施用罪による罰則が適用される等の規制

強化が図られました。 

このような背景を踏まえ、薬物乱用防止対策の更なる充実を図るため、「とちぎ薬

物乱用防止推進プラン（3 期計画）」を策定します。 

 

 

 

この計画は、条例第６条の規定により、薬物乱用の防止に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るため、本県の薬物乱用の防止に関する基本的な計画を定めるもの

です。 

また、この計画は、栃木県重点戦略「新とちぎ未来創造プラン」、医療法に基づく

「栃木県保健医療計画」、障害者基本法に基づく「とちぎ障害者プラン 21」、アルコ

ール健康障害対策基本法及びギャンブル等依存症対策基本法に基づく「栃木県依存症

対策推進計画」、教育基本法に基づく「とちぎ教育ビジョン」、栃木県青少年健全育成

条例に基づく「とちぎ青少年プラン」、再犯の防止等の推進に関する法律に基づく

「栃木県再犯防止推進計画」、国の「第六次薬物乱用防止五か年戦略」と調和のとれ

たものとなっています。 

 

 

 

この計画は、令和 8（2026）年度を初年度とし、令和 12（2030）年度を目標年

度とする５か年計画とします。 

 なお、今後の社会情勢などの変化に対応した適切な計画の推進を図るため、必要に

応じて計画の見直しを行うこととします。    

計計画画のの策策定定   第第１１章章  

 １１  計計画画策策定定のの趣趣旨旨  

 ２２  計計画画のの位位置置づづけけ  

 ３３  計計画画のの期期間間  

計画策定の趣旨計画策定の趣旨１

計画の位置づけ計画の位置づけ２

計画の期間計画の期間３

第1章　計画の策定
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基本目標基本目標１

第３章　計画の基本方針

基本方向基本方向２
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施策一覧施策一覧１

第４章　具体的な施策
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目標値一覧目標値一覧２

8



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 栃木県薬物乱用対策推進本部の組織 

 

 

 

 

１ 定期的な評価 

   県は、本計画の中間年度である令和 10（2028）年度に、基本目標の実現に

向けて本計画に定めた具体的な施策の取組状況や目標値の進捗状況を確認し、中

間評価を行います。 

また、中間評価に限らず、毎年度進捗状況の管理を行い、適切な分析、対応を

行います。 

 

２ 栃木県地方薬事審議会への報告等 

  計画の進捗状況の評価に際しては、関係機関や学識経験者等によって構成され

る栃木県地方薬事審議会（以下「審議会」という。）において、具体的な施策の

取組状況や目標値の達成状況等の分析結果を報告します。 

また、計画の策定時や、計画の進捗状況を評価した結果、計画を見直す場合に

は、あらかじめ審議会の意見を聴くこととします。 

 

 ２２  計計画画のの評評価価  

幹  事 

薬物乱用対策推進本部 

本部長（知事） 

副本部長（副知事、保健福祉部長） 

本部員 

 県  関  係：教育長 警察本部長 総合政策部長 

        経営管理部長 生活文化スポーツ部長 保健福祉部次長 

 国の出先機関：宇都宮地方検察庁次席検事 宇都宮保護観察所長 

               喜連川少年院長 宇都宮少年鑑別所長 

              横浜税関宇都宮出張所長 東京入局管理局宇都宮出張所長 

 市        町：栃木県市長会長 栃木県町村会長 

 県関係部局・国関係機関・市町関係団体等（２２名） 
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１ 県の推進体制 

 薬物乱用防止に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、県、教育委

員会及び公安委員会は、相互に連携、協力して、薬物乱用防止に関する情報を収集

し、整理、分析を行った上で、県民への積極的かつ迅速な情報提供に努めるととも

に、調査、指導その他の措置を実施します。 

なお、知事指定薬物の指定や、知事指定薬物に指定する前の緊急時の勧告、及び

乱用薬物の危険性に関する事項等の調査審議については、栃木県薬物指定審査会

で行います。 

さらに、薬物乱用に関する県民の意識や行動に関する実態や、県の施策に対す

るニーズ等を的確に捉え、本計画の着実な推進に努めます。 

また、施策の実施に当たっては、国、他の自治体、薬物乱用防止を目的とする

団体等との連携を強化します。特に、栃木県薬物乱用対策推進本部本部員の構成

機関である国の出先機関における薬物乱用防止に係る施策は、本計画の具体的施

策に緊密に関係することから、連携を強化し各施策を推進します。 

 

２ 連携の強化 

(1) 国、他の都道府県との連携 

薬物乱用に関する様々な課題は、県としての対応だけで解決できるものばか

りではありません。乱用薬物のインターネットでの販売等に見られるように、

広域的な対応が求められる課題や、全国的な規制での対応が必要になる問題が

あることから、国や他の都道府県等との緊密な情報共有のもと、協議、調整等

を行い、本計画の着実な推進に努めます。 

 

 (2) 市町との連携 

教育や学習の場や機会の提供、消費者相談等、県民にとって身近なサービス

を行う市町との連携、協力のもと、本計画の着実な推進に努めます。 

 

(3) 関係団体との連携 

本計画における施策を総合的に推進するためには、専門医療等の提供、教育

や学習を担う専門知識を持った人材の提供、自助活動や家族会活動の実施な

ど、保健・ 医療・福祉等関係団体との連携、協力のもと本計画の着実な推進に

努めます。 

 

 

計計画画のの推推進進   第第５５章章

 １１  推推進進体体制制  推進体制推進体制１

第５章　計画の推進
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